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議案第 ２ 号 

 

野田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて 

 

野田市教育委員会行政組織規則（昭和５６年野田市教育委員会規則第３号）

の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

 令和元年９月２７日提出 

 

             野田市教育委員会教育長 佐 藤  裕 
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野田市教育委員会規則第   号 

 

   野田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 

野田市教育委員会行政組織規則（昭和５６年野田市教育委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

第６条の表に次のように加える。 

子ども家庭総合支援課分室 学校教育部指導課  

 第１８条第１項中「又は所長」を「、所長又は分室長」に改める。 

 別表第１学校教育部の項指導課の目中第１４号を第１５号とし、第１１号か

ら第１３号までを１号ずつ繰り下げ、第１０号の次に次の１号を加える。 

１１ 子ども家庭総合支援課分室に関すること。 

 別表第２に次のように加える。 

子ども家庭総合支援課分室 １ 小中学校、幼稚園及び保育所（以下「学

校等」という。）からの児童虐待に係る情

報収集に関すること。 

２ 学校等からの児童虐待に係る相談に関す

ること。 

３ 学校等との連絡調整に関すること。 

４ 子ども家庭総合支援課との連携に関する

こと。 

附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 
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提案理由 

 令和元年１０月１日から、子ども家庭総合支援拠点として児童家庭部内に子

ども家庭総合支援課及び野田市教育委員会指導課内に子ども家庭総合支援課分

室を新設することから、その組織、職、分掌事務等必要な規定を整備するため、

本規則の一部を改正しようとするものである。 
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野田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 

○ 野田市教育委員会行政組織規則（昭和56年野田市教育委員会規則第3号） 

改  正  案 現     行 

(教育機関等) (教育機関等) 

第6条 教育機関等(学校は除く。)は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該教育

機関等の所属は、当該右欄に掲げるとおりとする。 

第6条 教育機関等(学校は除く。)は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該教育

機関等の所属は、当該右欄に掲げるとおりとする。 

教育機関等 所属 

野田市立興風図書館 生涯学習部 

野田市視聴覚教材ライブラリー 

野田市中央公民館 

野田市東部公民館 

野田市南部梅郷公民館 

野田市北部公民館 

野田市川間公民館 

野田市福田公民館 

野田市関宿中央公民館 

野田市関宿公民館 

野田市二川公民館 

野田市木間ケ瀬公民館 

野田市鈴木貫太郎記念館 

野田市勤労青少年ホーム 

生涯学習部生涯学習課 

野田市青少年センター 生涯学習部青少年課 

野田市学校給食センター 

野田市関宿学校給食センター 

学校教育部学校教育課 

子ども家庭総合支援課分室 学校教育部指導課 
 

教育機関等 所属 

野田市立興風図書館 生涯学習部 

野田市視聴覚教材ライブラリー 

野田市中央公民館 

野田市東部公民館 

野田市南部梅郷公民館 

野田市北部公民館 

野田市川間公民館 

野田市福田公民館 

野田市関宿中央公民館 

野田市関宿公民館 

野田市二川公民館 

野田市木間ケ瀬公民館 

野田市鈴木貫太郎記念館 

野田市勤労青少年ホーム 

生涯学習部生涯学習課 

野田市青少年センター 生涯学習部青少年課 

野田市学校給食センター 

野田市関宿学校給食センター 

学校教育部学校教育課 

 

(教育機関等の職) (教育機関等の職) 

第18条 教育機関等にセンター長、館長、所長又は分室長(以下「教育機関等の長」

という。)を置く。 

第18条 教育機関等にセンター長、館長又は所長(以下「教育機関等の長」という。)

を置く。 

2 前項に定めるもののほか、教育機関等にセンター長補佐、館長補佐又は所長補佐

を置くことができる。 

2 前項に定めるもののほか、教育機関等にセンター長補佐、館長補佐又は所長補佐

を置くことができる。 
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別表第1(第5条) 別表第1(第5条) 

部 課 分掌事務 

（略） 

学校教育部 （略） 

指導課 1 学校教育方針及び重点施策の策定に関すること。 

2 教育課程、学習指導、生徒指導等に関すること。 

3 学校経営の指導助言に関すること。 

4 学校体育の指導助言に関すること。 

5 学校人権教育の指導助言に関すること。 

6 教職員の研修に関すること。 

7 教育研究団体の育成に関すること。 

8 学校教育の統計及び調査に関すること。 

9 児童生徒の健全育成に向けた学校等と警察との連

携に関すること。 

10 教育相談、就学相談に関すること。 

11 子ども家庭総合支援課分室に関すること。 

12 スクールロイヤーに関すること。 

13 教育委員会アドバイザーに関すること。 

14 教育支援委員会に関すること。 

15 いじめ問題対策委員会に関すること。 
 

部 課 分掌事務 

（略） 

学校教育部 （略） 

指導課 1 学校教育方針及び重点施策の策定に関すること。 

2 教育課程、学習指導、生徒指導等に関すること。 

3 学校経営の指導助言に関すること。 

4 学校体育の指導助言に関すること。 

5 学校人権教育の指導助言に関すること。 

6 教職員の研修に関すること。 

7 教育研究団体の育成に関すること。 

8 学校教育の統計及び調査に関すること。 

9 児童生徒の健全育成に向けた学校等と警察との連

携に関すること。 

10 教育相談、就学相談に関すること。 

 

11 スクールロイヤーに関すること。 

12 教育委員会アドバイザーに関すること。 

13 教育支援委員会に関すること。 

14 いじめ問題対策委員会に関すること。 
 

別表第2(第7条) 別表第2(第7条) 

教育機関等 分掌事務 

野田市立興風図書館 1 野田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和6

0年野田市教育委員会規則第13号)第21条第2項に定め

る事務に関すること。 

2 コミュニティ会館(中央コミュニティ会館を除く。)

の指定管理者の監理に関すること。 

野田市視聴覚教材ライブラリ

ー 

視聴覚教材ライブラリーの事業及び運営に関するこ

と。 

野田市中央公民館 

野田市東部公民館 

野田市南部梅郷公民館 

野田市公民館管理規則(昭和49年野田市教育委員会規

則第2号)第4条に定める事務に関すること。 

教育機関等 分掌事務 

野田市立興風図書館 1 野田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和6

0年野田市教育委員会規則第13号)第21条第2項に定め

る事務に関すること。 

2 コミュニティ会館(中央コミュニティ会館を除く。)

の指定管理者の監理に関すること。 

野田市視聴覚教材ライブラリ

ー 

視聴覚教材ライブラリーの事業及び運営に関するこ

と。 

野田市中央公民館 

野田市東部公民館 

野田市南部梅郷公民館 

野田市公民館管理規則(昭和49年野田市教育委員会規

則第2号)第4条に定める事務に関すること。 
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野田市北部公民館 

野田市川間公民館 

野田市福田公民館 

野田市関宿中央公民館 

野田市関宿公民館 

野田市二川公民館 

野田市木間ケ瀬公民館 

野田市鈴木貫太郎記念館 1 鈴木貫太郎記念館の維持管理に関すること。 

2 鈴木貫太郎記念館の資料の収集及び保管に関するこ

と。 

3 資料の貸借に関すること。 

4 資料の刊行に関すること。 

5 その他鈴木貫太郎記念館の運営に関すること。 

野田市青少年センター 1 青少年の相談に関すること。 

2 有害図書に関すること。 

3 青少年の非行防止及び補導に関すること。 

4 青少年補導員に関すること。 

5 青少年センターの維持管理に関すること。 

6 その他青少年センターの運営に関すること。 

野田市勤労青少年ホーム 野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例

(昭和47年野田市条例第5号)第3条に定める事業に関す

ること。 

野田市学校給食センター 1 施設の維持管理に関すること。 

2 学校給食用物資の購入、調理及び運搬に関すること。 

3 学校給食費の収納に関すること。 

4 自校方式給食調理校担当栄養士及び野田業務サービ

ス株式会社との連絡調整に関すること。 

5 その他学校給食センターの運営に関すること。 

野田市関宿学校給食センター 1 施設の維持管理に関すること。 

2 学校給食用物資の購入、調理及び運搬に関すること。 

3 学校給食費の収納に関すること。 

4 自校方式給食調理校担当栄養士及び野田業務サービ

ス株式会社との連絡調整に関すること。 

野田市北部公民館 

野田市川間公民館 

野田市福田公民館 

野田市関宿中央公民館 

野田市関宿公民館 

野田市二川公民館 

野田市木間ケ瀬公民館 

野田市鈴木貫太郎記念館 1 鈴木貫太郎記念館の維持管理に関すること。 

2 鈴木貫太郎記念館の資料の収集及び保管に関するこ

と。 

3 資料の貸借に関すること。 

4 資料の刊行に関すること。 

5 その他鈴木貫太郎記念館の運営に関すること。 

野田市青少年センター 1 青少年の相談に関すること。 

2 有害図書に関すること。 

3 青少年の非行防止及び補導に関すること。 

4 青少年補導員に関すること。 

5 青少年センターの維持管理に関すること。 

6 その他青少年センターの運営に関すること。 

野田市勤労青少年ホーム 野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例

(昭和47年野田市条例第5号)第3条に定める事業に関す

ること。 

野田市学校給食センター 1 施設の維持管理に関すること。 

2 学校給食用物資の購入、調理及び運搬に関すること。 

3 学校給食費の収納に関すること。 

4 自校方式給食調理校担当栄養士及び野田業務サービ

ス株式会社との連絡調整に関すること。 

5 その他学校給食センターの運営に関すること。 

野田市関宿学校給食センター 1 施設の維持管理に関すること。 

2 学校給食用物資の購入、調理及び運搬に関すること。 

3 学校給食費の収納に関すること。 

4 自校方式給食調理校担当栄養士及び野田業務サービ

ス株式会社との連絡調整に関すること。 
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5 その他関宿学校給食センターの運営に関すること。 

子ども家庭総合支援課分室 1 小中学校、幼稚園及び保育所（以下「学校等」とい

う。）からの児童虐待に係る情報収集に関すること。 

2 学校等からの児童虐待に係る相談に関すること。 

3 学校等との連絡調整に関すること。 

4 子ども家庭総合支援課との連携に関すること。 
 

5 その他関宿学校給食センターの運営に関すること。 
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